


 
 
委 任 状 

 
 

本状をもって以下を証する。英国領ヴァージン諸島（BVI）事業会社法に基づき法人

として設立され、存続する、c/o Old Peak Limited, Suite 901, 9th Floor, Five Pacific Place, 

28 Hennessy Road, Wanchai Hong Kong SARにその主たる事務所を有するOld Peak Group 

Ltd.（「本会社」）は、本書により、100-0011東京都千代田区内幸町2丁目2番2号富国

生命ビル所在の渥美坂井法律事務所・外国法共同事業に事務所を有する弁護士河村明

雄及び町田行人のそれぞれを、以下の行為を行うために、他の者を介さない完全な権

限及び復代理人の選任権限を有する、本会社を代表する代理人として指名する。 

 
(1) 大量保有報告書及び変更報告書の作成及び提出、その他各種報告書の作成及び

提出に関する一切の行為及び事項、並びに当該報告書の写しの交付を、金融商

品取引法第2章の3「株券等の大量保有の状況に関する開示」に定めるところに

より行う。 

(2) 本会社が、日本の金融商品取引法及びこれに関連する規則に基づき金融商品取

引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム

（EDINETシステム）を通じて開示書類の届出に係る手続を行うため、並びに、

当該手続の変更があった場合には変更届出書の提出を行うために、本会社の関

東財務局長への届出、本会社の関東財務局長における当該登録に関する届出書

の作成及び提出並びに上記に関して必要なすべての行為を行う。 

 

上記の証として、本会社は、正当に権限を与えられた代表者により、2025年

6月13日に本委任状を締結させた。 

 
Old Peak Group Ltd. 
 
署名： 
 
氏名：John Pridjian  
 
役職：ディレクター 

https://www.aplaw.jp/lawyers/akio-kawamura/
https://www.aplaw.jp/lawyers/akio-kawamura/
https://www.aplaw.jp/lawyers/yukihito-machida/




 
 
委 任 状 

 
 

本状をもって以下を証する。香港の会社法に基づき法人として設立され、存続する、

Suite 901, 9th Floor, Five Pacific Place 28 Hennessy Road, Wanchai Hong Kong SARにその主

たる事務所を有するOld Peak Limited（「本会社」）は、本書により、100-0011東京都

千代田区内幸町2丁目2番2号富国生命ビル所在の渥美坂井法律事務所・外国法共同事

業に事務所を有する弁護士河村明雄及び町田行人のそれぞれを、以下の行為を行うた

めに、他の者を介さない完全な権限及び復代理人の選任権限を有する、本会社を代表

する代理人として指名する。 

 
(1) 大量保有報告書及び変更報告書の作成及び提出、その他各種報告書の作成及び

提出に関する一切の行為及び事項、並びに当該報告書の写しの交付を、金融商

品取引法第2章の3「株券等の大量保有の状況に関する開示」に定めるところに

より行う。 

(2) 本会社が、日本の金融商品取引法及びこれに関連する規則に基づき金融商品取

引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム

（EDINETシステム）を通じて開示書類の届出に係る手続を行うため、並びに、

当該手続の変更があった場合には変更届出書の提出を行うために、本会社の関

東財務局長への届出、本会社の関東財務局長における当該登録に関する届出書

の作成及び提出並びに上記に関して必要なすべての行為を行う。 

 

上記の証として、本会社は、正当に権限を与えられた代表者により、2025年

6月13日に本委任状を締結させた。 

 
Old Peak Limited 
 
署名： 
 
氏名：John Pridjian  
 
役職：ディレクター 

https://www.aplaw.jp/lawyers/akio-kawamura/
https://www.aplaw.jp/lawyers/yukihito-machida/

